
 

第
四
節 

正
義
会
と
同
志
会 

 
 

明
治
二
十
六
年
、
和
泊
に
正
義
会
と
同
志
会
の
二
派
が
対
立
し 

て
容
易
な
ら
ぬ
騒
動
を
起
こ
し
、
世
人
に
深
い
印
象
を
与
え
た
事 

件
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
政
党
間
の
経
緯
が
か
ら
ん
で
い
る
と
言 

わ
れ
て
い
る
の
で
、
事
件
に
つ
い
て
記
述
す
る
ま
え
に
、
当
時
の 

政
党
に
つ
い
て
誌
し
て
み
た
い
。 

 

昇
曙
夢
著
「
大
奄
美
史
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 
 

「
政
治
結
社
の
勃
興
」 

 

維
新
以
来
時
代
の
歩
み
は
浸
々
乎
と
し
て
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知 

ら
ず
、
政
府
は
遂
に
明
治
十
四
年
十
一
月
十
二
日
を
以
て
、
明
治
二 

十
三
年
に
国
会
を
開
設
す
る
旨
の
大
詔
を
宣
告
し
た
。
そ
の
前
後 

か
ら
鹿
児
島
に
は
既
に
い
く
つ
か
の
政
治
結
社
が
起
っ
て
、
印
刷 

物
に
演
説
会
に
政
治
思
想
の
普
及
に
努
め
た
が
、
大
島
で
は
ま
だ 

何
等
の
動
き
も
見
せ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
帝
都
東
京
に
お
い
て 

は
明
治
十
四
年
十
二
月
国
会
開
設
の
大
詔
に
接
す
る
と
共
に
、
板 

垣
退
助
は
自
由
党
を
組
織
し
、
大
隈
重
信
は
翌
十
亓
年
改
進
党
を 

      

相
談
が
ま
と
ま
っ
て
い
た
か
ら
、
大
島
の
有
志
達
は
せ
め
て
第
一 

回
だ
け
は
大
島
に
譲
っ
て
も
ら
い
た
い
と
歎
願
的
に
出
た
の
で
、 

同
志
会
も
そ
の
意
を
諒
と
し
て
俊
良
を
選
挙
し
た
の
で
あ
る
。
俊 

良
は
名
瀬
村
金
久
の
人
、
与
人
郡
書
記
、
県
属
等
を
勤
め
て
功
労 

の
多
い
名
望
家
で
あ
っ
た
。
大
島
の
政
党
史
は
実
に
こ
の
時
に
始 

ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。 

 

「
民
党
・
吏
党
の
競
争
」 

 

帝
国
議
会
は
国
民
待
望
の
う
ち
に
明
治
二
十
三
年
十
一
月
十
九 

日
を
以
て
開
会
さ
れ
た
。
第
一
議
会
は
当
局
の
苦
心
に
よ
っ
て
漸 

く
無
事
に
終
了
し
た
が
、
翌
年
の
第
二
議
会
は
予
算
削
減
の
た
め 

解
散
と
な
り
、
二
十
亓
年
二
月
に
第
二
回
の
総
選
挙
が
行
な
わ
れ 

た
。
此
の
時
鹿
児
島
は
民
党
（
同
志
会
）
と
吏
党
（
独
立
倶
楽
部
） 

に
分
れ
て
競
争
激
し
く
、
大
島
も
亦
そ
の
渦
中
に
陥
り
、
民
党
側 

か
ら
は
前
代
議
士
基
俊
良
を
推
し
、
吏
党
側
か
ら
は
時
の
内
務
属 

大
島
信
を
候
補
者
に
推
し
た
。信
は
大
島
郡
竜
郷
村
仲
勝
の
出
身
、 

駒
場
農
学
校
卒
業
後
内
務
省
に
入
り
内
務
属
と
な
っ
た
人
で
、
温 

厚
の
君
子
で
あ
っ
た
。 

 

此
の
時
政
府
は
内
務
大
臣
品
川
弥
次
郎
指
揮
の
下
に
強
度
の
選 

挙
干
渉
を
行
っ
た
の
で
、
そ
の
惨
害
は
全
国
に
亘
っ
て
甚
し
い
も 

の
が
あ
っ
た
。
然
る
に
大
島
の
競
争
に
関
し
て
は
民
吏
両
党
共
内 

創
立
し
た
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
九
州
各
県
の
有
志
は
互
い
に
気
脈
を 

通
じ
、
十
亓
年
三
月
九
日
熊
本
に
お
い
て
九
州
各
県
有
志
大
会
を 

開
催
し
て
、
九
州
改
進
党
を
組
織
し
、
鹿
児
島
に
も
そ
の
支
部
を 

設
く
る
に
至
っ
た
。
然
る
に
明
治
十
八
年
ご
ろ
に
至
り
、
当
局
の 

圧
迫
に
遭
っ
た
。
自
由
党
も
改
進
党
も
ほ
と
ん
ど
解
散
同
様
の
運 

命
に
陥
り
、
九
州
各
県
の
改
進
党
も
ま
た
、
改
党
の
や
む
な
き
に 

至
っ
た
。
が
、
二
十
二
年
に
な
る
と
時
運
一
変
し
て
政
治
熱
が
再 

び
盛
ん
と
な
り
、
同
年
二
月
に
は
九
州
連
合
同
志
会
が
新
た
に
起 

り
、
三
月
に
は
鹿
児
島
同
志
会
が
成
立
し
て
、
九
州
及
び
東
京
在 

住
の
有
志
と
気
脈
を
通
じ
て
予
め
備
ふ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
か 

く
て
二
十
三
年
に
は
全
国
を
通
じ
て
第
一
回
衆
議
院
議
員
の
選
挙 

が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
鹿
児
島
県
に
お
い
て
も
、
同
年
六 

月
そ
の
予
選
会
を
鹿
児
島
同
志
会
で
行
っ
た
が
、
こ
の
予
選
会
に 

当
選
し
た
人
々
は
、
第
一
区
樺
山
資
美
、
第
二
区
折
田
兼
至
、
第 

三
区
長
谷
場
純
孝
、
第
四
区
宇
都
宮
平
一
、
第
亓
区
河
島
醇
、
第 

六
区
蒲
生
仙
、
第
七
区
（
大
島
郡
）
基
俊
良
で
あ
っ
た
。
翌
七
月 

愈
々
本
選
挙
と
な
っ
た
が
、
こ
の
時
の
大
島
郡
の
選
挙
事
情
を
考 

え
る
に
、
初
め
鹿
児
島
同
志
会
は
厚
地
政
敏
を
候
補
と
し
て
大
島 

郡
か
ら
立
た
せ
る
希
望
を
以
て
大
島
の
重
だ
っ
た
人
々
と
交
渉
し 

た
が
、
大
島
で
は
既
に
徳
望
家
の
長
老
基
俊
良
を
推
す
こ
と
に
内 

      

地
か
ら
の
応
援
を
得
る
余
地
が
な
か
っ
た
た
め
、
単
に
島
内
人
士 

の
運
動
だ
け
に
止
ま
り
、
内
地
の
如
き
激
爭
に
も
至
ら
ず
、
単
に 

警
官
側
に
お
い
て
吏
党
に
応
援
し
た
の
み
で
、
大
島
信
の
当
選
を 

得
た
。
だ
が
、
後
に
至
り
、
こ
れ
等
の
行
が
か
り
か
ら
次
の
よ
う 

な
小
競
合
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
笹
森
儀
助
の
「
南
島
探
験
」
に
も 

記
さ
れ
て
い
る
。 

 

明
治
二
十
亓
年
六
月
大
島
に
郷
愛
親
睦
会
な
る
も
の
起
り
、
そ 

の
附
属
と
し
て
六
百
余
名
で
共
同
組
合
な
る
も
の
を
作
っ
た
が
、 

こ
の
組
合
員
は
大
島
信
を
衆
議
院
議
員
候
補
者
と
し
て
運
動
し
た 

の
で
、
こ
れ
よ
り
共
同
組
合
は
吏
党
と
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ 

た
。
ま
た
一
方
郷
愛
親
睦
会
か
ら
正
義
会
な
る
も
の
が
分
れ
て
議 

員
候
補
者
に
基
俊
良
を
推
し
、
民
党
と
称
し
て
吏
党
に
反
対
す
る 

に
至
っ
た
。
そ
の
政
党
の
称
を
得
た
の
は
鹿
児
島
の
党
派
か
ら
来 

た
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
六
年
四
月
に
は
吏
党
千
亓
百
余
名
、
民 

党
七
百
余
名
を
数
ふ
る
に
至
っ
た
が
、
当
時
の
島
民
は
別
に
政
治 

思
想
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
大
島
信
と
基
俊
良
の
候
補
争
い 

か
ら
吏
党
・
民
党
の
評
を
受
け
た
に
過
ぎ
な
い
。 

 

和
泊
事
変
の
経
過
と
原
因 

奄
美
社
刊
「
沖
永
良
部
島
史
」
に
よ
れ
ば
、
大
要
は
次
の
よ
う 
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で
あ
る
。 

此
頃
、
和
泊
と
手
々
知
名
の
両
村
内
に
正
義
会
な
る
も
の
が 

起
っ
て
沖
島
曽
徳
、
矢
野
盛
綱
、
有
川
董
誠
等
を
首
領
と
し
て
数 

十
名
の
会
員
が
あ
っ
た
。
今
一
方
に
同
志
会
な
る
も
の
が
対
立
し 

坂
本
元
明
、
沖
利
経
、
山
口
通
亮
等
が
首
領
と
な
り
之
亦
数
十
名 

の
会
員
を
有
し
た
。
而
し
て
両
派
互
に
勢
力
を
張
る
た
め
、
明
治 

二
十
六
年
九
月
十
亓
日
双
方
懇
親
会
を
開
い
た
が
聊
か
の
事
よ
り 

紛
糾
を
生
じ
激
論
に
及
び
愈
々
形
勢
不
穏
と
な
っ
た
。
両
役
場
吏 

員
を
始
め
村
の
有
志
先
輩
共
々
仲
栽
に
這
人
っ
た
が
其
効
な
く
終 

に
四
日
目
の
十
九
日
に
大
争
乱
を
極
め
刀
傷
者
二
名
瓦
礫
負
傷
者 

六
十
名
を
出
す
と
云
う
頗
る
物
凄
い
騒
動
に
及
ん
だ
。
正
義
会
員 

六
十
名
は
和
泊
の
社
倉
に
、
同
志
会
は
兼ハ

ニ

久
原

ク
ン
ト
ウ

に
集
合
相
対
峙
、 

投
石
争
乱
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

正
義
会
の
籠
城
し
た
杜
倉
の
事
務
所
前
は
礫
石
累
々
山
を
為
す 

と
い
う
光
景
で
あ
っ
た
。
以
て
当
時
の
騒
擾
が
如
何
に
猛
烈
な
り 

し
か
が
想
像
さ
れ
る
。
和
泊
役
場
で
は
此
事
件
発
端
の
三
日
目
に 

飛
脚
船
か
ら
用
係
木
藤
貞
亮
を
大
島
々
庁
に
遣
し
て
之
を
報
告
し 

た
所
が
大
島
々
司
大
海
原
尚
義
、
大
島
警
察
署
畠
山
警
部
一
行
同 

二
十
一
日
（
操
坦
勁
編
沖
永
良
部
島
沿
革
誌
私
稿
に
は
二
十
亓
日 

着
島
と
あ
る
）
来
島
、
事
情
取
調
べ
の
上
諭
達
を
与
え
両
方
の
頭 

                          

立
つ
者
十
名
宛
か
ら
証
書
を
徴
し
て
無
事
平
穏
に
鎮
撫
が
出
来 

た
。
そ
の
徴
書
の
大
意
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

「
従
来
の
党
派
的
感
情
を
捨
て
一
心
同
体
の
運
動
を
為
す
べ
し 

元
糖
業
改
良
と
商
業
を
正
確
に
す
る
意
見
よ
り
出
て
て
政
党
関
係 

な
し
」
と
。
此
事
件
鎮
撫
解
決
を
告
げ
た
の
で
大
海
原
島
司
大
島 

驚
察
署
長
等
は
両
派
の
首
領
と
懇
親
の
宴
を
開
い
て
平
和
裡
に
帰 

任
し
た
の
で
あ
る
。 

 

此
事
変
は
外
形
上
政
党
に
の
み
起
因
し
て
居
る
ら
し
く
あ
る 

も
、
も
と
も
と
鹿
児
島
商
人
と
島
民
と
の
関
係
も
与
り
て
其
発
端 

の
動
機
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
其
起
り
は
鹿
児
島
商
人
で 

徳
之
島
に
在
住
し
て
い
た
山
崎
商
店
と
島
民
と
の
契
約
に
依
れ
ば 

三
万
二
千
余
円
の
貸
借
あ
り
、
相
方
示
談
の
上
一
万
六
千
円
に
直 

し
之
れ
か
ら
三
割
金
四
千
八
百
円
を
引
き
残
金
ヘ
一
ヶ
月
一
歩
亓 

朱
の
利
子
を
附
し
三
ヶ
年
以
内
に
完
了
の
約
束
で
あ
る
。
之
に
は 

正
義
会
側
が
賛
成
の
意
を
表
し
て
居
た
。
然
る
に
同
志
会
は
之
に 

反
対
し
て
島
民
の
為
め
今
一
層
引
落
す
事
を
山
崎
商
店
に
談
判
致 

し
正
義
会
の
上
に
出
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
遂
に
此
騒
動
の
原
因 

の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
正
義
会
は
吏
党
と
見
ら
れ
、
同
志 

会
は
民
党
と
唱
え
ら
れ
て
い
た
。 
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